
消防安第２２０号

平成１６年１１月２６日

各都道府県消防防災主管部長

殿

東京消防庁・各指定都市消防長

消 防 庁 防 火 安 全 室 長

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に

関する基準を定める省令の公布について

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定め

る省令（平成１６年総務省令第１３８号）が平成１６年１１月２６日に公

布されました。

今般、制定された省令は、「消防法及び石油コンビナート等災害防止法

の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（

平成１６年政令第３２５号。以下「改正政令」という。）による改正後の

消防法施行令（以下「令」という。）第５条の７に基づき、住宅用防災警

報器又は住宅用防災報知設備の設置場所、設置及び維持に関する基準等に

ついて定めるものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮され

るようお願いします。また各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都

道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、令第５条の６に規定する住宅用防災警報器等に関する技術上の規

格を定める総務省令は、現在、ＷＴＯのＴＢＴ（貿易における技術上の障

害）協定に定める通報手続を実施中であり、１月頃に公布される見込みで

あることを申し添えます。

記

第一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住

宅の部分に関する事項

１ 令第５条の７第１項第１号ハの総務省令で定める住宅の部分は、

次のとおりとすることとしたこと。（第４条関係）

(1) 令第５条の７第１項第１号イに定める住宅の部分が存する階

（避難階から数えた階が２階以上である階に限る。）から下方に

数えた階数が２である階に、直上階から通ずる階段の下端。

これは、例えば、３階建て以上の住宅において、３階のみに就



寝の用に供する居室が存する場合は、２階から１階に通ずる階段

の下端をいうものであること。

(2) 令第５条の７第１項第１号イに定める住宅の部分が避難階の

みに存する場合に、居室が存する最上階（避難階から上方に数え

た階が二以上である階に限る。）から直下階に通ずる階段の上端。

これは、例えば、３階建ての住宅において、避難階である１階

のみに就寝の用に供する室が存し、かつ、３階にも居室がある場

合に、３階から２階に通ずる階段の上端をいうものであること。

(3) 床面積が７平方メートル以上である居室が５以上存する階の

廊下等。なお、７平方メートル以上の居室とは、通常四畳半以上

の広さの部屋が該当するものであること。

２ 令第５条の７第１項第１号の他の住宅との共用部分は、別表第一

(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅

の用途に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供されるべき住

宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベ

ーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のた

めに必要な共用部分とすることとしたこと。（第３条関係）

３ 第５条の７第１項第３号の総務省令で定めるとき（住宅用防災警

報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができるとき）は、

スプリンクラー設備（一定のものに限る。）又は自動火災報知設備

を、消防法施行令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の

基準の例により設置したときとすることとしたこと。

第二 住宅用防災警報器に関する基準に関する事項

住宅用防災警報器の設置及び維持に関する条例制定基準を以下のと

おり定めたこと。（第７条関係）

１ 住宅用防災警報器は、以下の位置に設けること。

(1) 壁等から０．６メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方０．１５メートル以上０．５メートル以内の位

置にある壁の屋内に面する部分

(3) 換気口等の空気吹出口から１．５メートル離れた位置

２ 第一、１(3)の住宅の部分のうち廊下についてはイオン化式住宅

用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器を用いることとし、それ

以外の部分については光電式住宅用防災警報器を用いること。

３ 電池切れの警報又は表示があった場合は、適切に電池を交換する

こと。

４ 交換期限が経過した場合等には、適切に交換すること。

第三 住宅用防災報知設備に関する基準に関する事項

住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する条例制定基準を以下の



とおり定めたこと。（第８条関係）

１ 住宅用防災報知設備の感知器（以下単に「感知器」という。）は、

第二、１に定める位置に設けること。

２ 第一、１(3)の住宅の部分のうち廊下についてはイオン化式スポ

ット型感知器又は光電式スポット型感知器を用いることとし、それ

以外の部分については光電式スポット型感知器を用いること。

３ 受信機は、操作に支障が生じない場所であり、かつ、住宅の内部

にいる者に有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

４ 感知器を設置した階に受信機が設置されていない場合は、補助警

報装置を当該階に設置すること。

５ 感知器は、電池切れの警報又は表示があった場合は、適切に電池

を交換すること。

６ 信号を配線により送信し、又は受信するもの及び信号を無線によ

り送信し、又は受信するものについて必要な措置を講じることとし

たこと。

７ 感知器の交換期限が経過した場合等には、適切に感知器を交換す

ること。

８ 受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換

期限を明示すること。

第四 施行期日に関する事項

改正法附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平成１８年６月

１日）から施行することとしたこと。（附則関係）
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○
総
務
省
令
第
百
三
十
八
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維

持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
七
の
規

定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

住
宅
用
防
災
警
報
器

令
第
五
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
を
い
う
。

二

住
宅
用
防
災
報
知
設
備

令
第
五
条
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
を
い
う
。

三

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

周
囲
の
空
気
が
一
定
の
濃
度
以
上
の
煙
を
含
む
に
至
つ
た
と
き
に
火
災
が
発
生
し

た
旨
の
警
報
（
以
下
「
火
災
警
報
」
と
い
う
。
）
を
発
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
で
、
一
局
所
の
煙
に
よ
る
イ
オ
ン
電
流

の
変
化
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。
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四

光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

周
囲
の
空
気
が
一
定
の
濃
度
以
上
の
煙
を
含
む
に
至
つ
た
と
き
に
火
災
警
報
を
発
す
る

住
宅
用
防
災
警
報
器
で
、
一
局
所
の
煙
に
よ
る
光
電
素
子
の
受
光
量
の
変
化
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
を
い
う
。

五

自
動
試
験
機
能

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
機
能
が
適
正
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

、
自
動
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
に
よ
る
試
験
機
能
を
い
う
。

六

補
助
警
報
装
置

住
宅
の
内
部
に
い
る
者
に
対
し
、
有
効
に
火
災
警
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
、
住
宅
用
防
災
報
知
設
備

の
受
信
機
（
受
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
九
号
）
第
二
条
第
七
号
に

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
発
せ
ら
れ
た
火
災
が
発
生
し
た
旨
の
信
号
を
受
信
し
て
、
補

助
的
に
火
災
警
報
を
発
す
る
装
置
を
い
う
。

（
他
の
住
宅
と
の
共
用
部
分
）

第
三
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
他
の
住
宅
と
の
共
用
部
分
は
、
令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ

（五）

)

る
防
火
対
象
物
又
は
十
六
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
住
宅
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
う
ち
、
も
つ
ぱ
ら
居
住
の
用
に
供

(

さ
れ
る
べ
き
住
宅
の
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
、
機
械
室
、

管
理
事
務
所
そ
の
他
入
居
者
の
共
同
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
共
用
部
分
と
す
る
。

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
感
知
器
を
設
置
す
べ
き
住
宅
の
部
分
）

第
四
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
住
宅
の
部
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
が
存
す
る
階
（
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
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五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
上

方
に
数
え
た
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
階
に
限
る
。
）
か
ら
下
方
に
数
え
た
階
数
が
二
で
あ
る
階
に
直
上
階
か
ら
通
ず
る
階

段
（
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
下
端
（
当
該
階
段
の
上
端
に
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
住
宅

用
防
災
報
知
設
備
の
感
知
器
（
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五

十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
。
以
下
「
感
知
器
等
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
「
感
知
器
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

二

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
が
避
難
階
の
み
に
存
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
居
室
（
建
築
基

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存

す
る
最
上
階
（
避
難
階
か
ら
上
方
に
数
え
た
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
階
に
限
る
。
）
か
ら
直
下
階
に
通
ず
る
階
段
の
上
端

三

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
前
二
号
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
感
知
器
が
設
置

さ
れ
る
階
以
外
の
階
の
う
ち
、
床
面
積
が
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
居
室
が
五
以
上
存
す
る
階
（
こ
の
号
に
お
い
て

「
当
該
階
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
住
宅
の
部
分

イ

廊
下

ロ

廊
下
が
存
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
か
ら
直
下
階
に
通
ず
る
階
段
の
上
端

ハ

廊
下
及
び
直
下
階
が
存
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
の
直
上
階
か
ら
当
該
階
に
通
ず
る
階
段
の
下
端

（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
）
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第
五
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
標
示
温
度
が
七
十
五

度
以
下
で
作
動
時
間
が
六
十
秒
以
内
の
も
の
と
す
る
。

（
設
置
の
免
除
）

第
六
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
前
条
に
定
め
る
閉
鎖
型

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
備
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
自
動
火
災
報
知
設
備
を
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
十
二
条
又
は
令

第
二
十
一
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
と
す
る
。

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

令
第
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
用
防
災
警
報
器

の
設
置
及
び
維
持
に
関
し
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
条
例
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
階
段
に
あ
つ
て
は
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
当
該
階
段
の
上
端
に
設
置

す
る
こ
と
。

二

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
天
井
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
又
は
壁
の
屋

内
に
面
す
る
部
分
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
の
い
ず
れ
か
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

イ

壁
又
は
は
り
か
ら
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
天
井
の
屋
内
に
面
す
る
部
分

ロ

天
井
か
ら
下
方
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置
に
あ
る
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分



5

三

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
換
気
口
等
の
空
気
吹
出
し
口
か
ら
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

四

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
別
の
も

の
を
設
け
る
こ
と
。

住
宅
の
部
分

住
宅
用
防
災
警
報
器
の
種
別

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
四
条

光
電
式
住
宅
用
防
災
警
報
器

第
一
号
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
住

宅
の
部
分

第
四
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
又
は
光
電
式
住
宅
用
防

災
警
報
器

五

電
源
に
電
池
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
住
宅
用
防
災
警
報
器
を
有
効
に
作
動
で
き
る
電
圧
の

下
限
値
と
な
つ
た
旨
が
表
示
さ
れ
、
又
は
音
響
に
よ
り
伝
達
さ
れ
た
場
合
は
、
適
切
に
電
池
を
交
換
す
る
こ
と
。

六

電
源
に
電
池
以
外
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
力
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
正
常
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
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い
る
こ
と
。

七

電
源
に
電
池
以
外
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
力
を
用
い
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
電
源
は
、
分
電
盤
と
の
間
に
開
閉
器
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
配
線
か
ら
と
る
こ
と
。

八

電
源
に
用
い
る
配
線
は
、
電
気
工
作
物
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。

九

自
動
試
験
機
能
を
有
し
な
い
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
交
換
期
限
が
経
過
し
な
い
よ
う
、
適
切
に
住
宅
用
防

災
警
報
器
を
交
換
す
る
こ
と
。

十

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
機
能
の
異
常
が
表
示
さ
れ
、
又
は
音
響
に
よ
り
伝
達
さ

れ
た
場
合
は
、
適
切
に
住
宅
用
防
災
警
報
器
を
交
換
す
る
こ
と
。

（
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条

令
第
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
用
防
災
報
知

設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
し
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
条
例
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
知
器
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
別
の
も
の
を
設
け
る

こ
と
。

住
宅
の
部
分

感
知
器
の
種
別
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令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
四
条

光
電
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
（
感
知
器
等
規
格
省
令
第
二

第
一
号
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
住

条
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
感
知
器
等
規
格
省
令

宅
の
部
分

第
十
七
条
第
二
項
で
定
め
る
一
種
又
は
二
種
の
試
験
に
合

格
す
る
も
の
に
限
る
。
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分

イ
オ
ン
化
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
（
感
知
器
等
規
格
省
令

第
二
条
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
感
知
器
等
規
格

省
令
第
十
六
条
第
二
項
で
定
め
る
一
種
又
は
二
種
の
試
験

に
合
格
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
光
電
式
ス
ポ
ッ
ト
型

感
知
器

二

受
信
機
は
、
操
作
に
支
障
が
生
じ
ず
、
か
つ
、
住
宅
の
内
部
に
い
る
者
に
対
し
、
有
効
に
火
災
の
発
生
を
報
知
で
き
る

場
所
に
設
け
る
こ
と
。

三

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
住
宅
の
部
分
が
存
す
る
階
に
受
信
機
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
住
宅
の
内
部
に
い
る
者
に
対
し
、
有
効
に
火
災
の
発
生
を
報
知
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
階
に
補
助
警
報
装
置
を
設
け
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る
こ
と
。

四

感
知
器
と
受
信
機
と
の
間
の
信
号
を
配
線
に
よ
り
送
信
し
、
又
は
受
信
す
る
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
あ
つ
て
は
、
当

該
配
線
の
信
号
回
路
に
つ
い
て
容
易
に
導
通
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
配

線
が
感
知
器
か
ら
は
ず
れ
た
場
合
又
は
配
線
に
断
線
が
あ
つ
た
場
合
に
受
信
機
が
自
動
的
に
警
報
を
発
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

感
知
器
と
受
信
機
と
の
間
の
信
号
を
無
線
に
よ
り
送
信
し
、
又
は
受
信
す
る
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次

に
よ
る
こ
と
。

イ

感
知
器
と
受
信
機
と
の
間
に
お
い
て
確
実
に
信
号
を
送
信
し
、
又
は
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
感
知
器
及
び

受
信
機
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

受
信
機
に
お
い
て
信
号
を
受
信
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

六

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
は
、
受
信
機
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
感
知
器
の
交
換
期
限
を
明
示

す
る
こ
と
。

２

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
の
規
定
は
感
知
器
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
号
か
ら
第
八

号
ま
で
の
規
定
は
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
五
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号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。




